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１ 計画策定の意義 

本計画の策定により、これまで継続してきた持続可能な社会の実現に向けた取り組みの目標値

を明確にするとともに、環境負荷の少ない地域社会の実現及び廃棄物資源の有効利用を一層推進

するものである。 

本市所有の第３次最終処分場は、平成 19 年 5 月から埋立を開始しており、当初は令和６年度に

は許容残量がなくなると推計されたが、市内のごみの減量化や再資源化等により、今後もしばらく

は継続使用が可能と見込まれる。しかし、市内において次期最終処分場の用地を確保することは非

常に困難な状況にあり、既存最終処分場が市内最後の処分場となることが考えられる。 

そのため一般廃棄物について、最終処分量の削減に向けた取り組みを推進することで、可能な限

り現在の最終処分場の延命化(長期利用)を図る必要がある。 

本計画はこのような状況のなか、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」

（以下「法」という）第８条に基づき、一般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物に関す

る３Ｒ(リデュース･リユース･リサイクル)を推進する上での、市民･事業者･行政それぞれの役割や具

体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することによって、すべての関係者が一体と

なって取り組むべき方針を示したものである。 

本計画の推進により、地域における容器包装廃棄物の３Ｒに対する意識が醸成され、廃棄物の発

生抑制やリサイクルの推進が図られることにより『循環型社会』の実現に向けた更なる取り組みが進

み、延いては最終処分場の延命化にも繋がるものである。 

２ 基本的方向 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・市民、事業者、行政が一体となった取組による環境負荷の低減 

・容器包装廃棄物の３Ｒ(リデュース、リユース、リサイクル)を基本とした循環型社会の推進 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は令和８年４月を始期とする５年間とし、令和１０年度に見直す。 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器(無色、茶色、そ

の他）、飲料用紙製容器、段ボール、その他の紙製容器包装、ペットボトル、その他のプラスチック製

容器包装(白色トレイを含む)を対象とする。
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

  （単位:t） 

容器包装廃棄物項目 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

ス チ ー ル 製 容 器 ２１７.3 ２２１.7 ２２３.7 ２２２.7 ２２２.7 

ア ル ミ 製 容 器 4１1.0 4１6.9 4１5.9 4１1.9 407.9 

無色のガラス製容器 ２４2.5 ２４2.7 ２４2.7 ２４2.7 ２４2.7 

茶色のガラス製容器 １１5.2 １１5.3 １１6.3 １１6.3 １１6.3 

その他のガラス製容器 ５５9.0 ５６1.0 ５６6.0 ５６4.0 ５６3.0 

飲 料 用 紙 製 容 器 ３５6.2 ３６5.8 ３６5.8 ３６4.8 364.8 

段 ボ ー ル 3,412.1 3,730.6 3,696.6 3,660.6 3,626.6 

その他の紙製容器包装 677.0 683.0 671.0 660.0 649.0 

ペ ッ ト ボ ト ル 866.2 907.3 909.3 908.3 907.3 

その他のプラスチック製容器 8,414.1 8,424.3 8,424.3 8,424.3 8,424.3 

  (うち白色トレイ) 1,566.9 1,571.4 1,571.4 1,571.4 1,571.4 

製品プラスチック ６12．7 ６12．7 ６12．7 ６12．7 ６12．7 

容器包装廃棄物 合計 1５,８83.３ 1６,２81.3 1６,244.3 16,188.3 16,137.3 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために、以下の方策を実施する。なお、実施に当たっては、

行政･市民･事業者等が相互に協力･連携を図ることが重要である。 

方 策 名 事 業 内 容 

① プラスチックごみの減量 

・令和 13 年の新ごみ処理施設の稼働にあわせてプラスチ
ック分別を開始する予定であり、積極的な広報に努める。 
・「ハブラシリサイクル」等、民間企業と連携したプラスチック
分別に対する意識向上に向けた事業を展開する。 

② 家庭系指定袋制の導入と分別

区分 

・令和９年度に単純指定ごみ袋制度の導入を予定。 

 地域説明会等を通じて、分別区分等について市民への 

啓発を予定。 

③ 集団回収の拡充と活動団体の

育成 

・地域リーダーの育成や支援体制を充実させ、地域のコミュ
ニティやネットワークの強化を図り、地域での取り組みの活
性化を促す。 
・地域の活動団体を支援するため、実施団体の登録・相談、
助成金の交付、回収業者への協力等を行う。 
・集団回収の実施・未実施地域など現状把握に努め、市内の
未実施地域の解消を目指す。 

④ ごみ処理実績等の積極的公開 

・廃棄物処理計画目標値の周知徹底、達成状況や進捗状況
の情報発信により、一人ひとりが目標意識をもってごみ減
量やリサイクルに取り組めるように努める。 
・ごみの減量化・資源化の推進を図るため、情報媒体の特性 
を活かしながら、効果的な情報発信を図る。 

⑥ ごみ減量推進員等の活動支援 

・市民とのパートナーシップの強化に取り組み、ごみの減量
化や再資源化を促進するための活動支援を行う。 

・市民の理解を得つつ多角的な啓発促進事業の展開を目指
す。 

⑦ 環境学習の推進 
・施設見学、環境講座、各種イベントの実施など、さまざまな
環境学習の機会を提供し、ごみの適正処理に必要な知識や
見識を深め、循環型社会の構築を推進する。 

⑧ 協働のための仕組みづくり ・市民、事業者、行政が一体となって廃棄物の発生抑制等に
取り組める仕組みを検討する。 

⑨ 分別排出の徹底と啓発の強化 

・市民や転入者に対するごみハンドブックやごみ分別カレン
ダーの配布を行う。 

・ごみステーションにおいてシールによる警告・注意喚起を
行うなど、ごみの出し方や分別ルールの徹底を図る。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区

分（法第８条第２項第３号） 

最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分

別収集する容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。 

また、市民や事業者の協力度、明石市が有する収集機材、選別施設等を勘案し、収集に係る分別

の区分は、下表右欄のとおりとする。 

（計画収集分）  

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 

資 源 ご み 

(缶 ・ び ん) 

主としてガラス製の容器 

無 色 のガラス製 容 器 

茶 色 のガラス製 容 器 

その他のガラス製容器 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの 
(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。) 

紙類・布類 

(紙 パ ッ ク) 

主として段ボール製の容器 
紙類・布類 

(段 ボール) 

主として紙製の容器包装であって上記以外のもの 
紙類・布類 

(雑 が み) 

主としてポリエチレンテレフタレート(PET)製であって飲料用、しょ
うゆ加工製品、みりん風調味料、アルコール発酵調味料等を充填し
た容器 

資 源 ご み 

(ペットボトル) 

主としてプラスチック製の容器であって上記以外のもの 
(白色トレイ) 

店 頭 回 収 

(白色トレイ) 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル

法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

（単位:t） 

容器包装廃棄物項目 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

ス チ ー ル 製 容 器 

行政回

収 

143.0 143.0 145.0 144.0 144.0 

集団回

収 

4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

店頭回

収 

35.3 40.7 40.7 40.7 40.7 

小 計 182.3 186.7 188.7 187.7 187.7 

ア ル ミ 製 容 器 

行政回

収 

224.0 225.0 228.0 227.0 226.0 

集団回

収 

72.0 69.0 65.0 62.0 59.0 

店頭回

収 

51.5 59.4 59.4 59.4 59.4 

小 計 347.5 353.4 352.4 348.4 344.4 

無 色 の 

ガラス製容器 

指定法人引渡

量 

行政回

収 

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

独自処理量 
集団回 0.0 0.0 ０.0 ０.0 ０.0 

店頭回

収 

1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 

 小 計 ２６.1 ２６.3 ２６.3 ２６.3 ２６.3 

茶 色 の 

ガラス製容器 

指定法人引渡

量 

行政回

収 

37.0 37.0 38.0 38.0 38.0 

独自処理量 
集団回 ２.0 ２.0 ２.0 ２.0 ２.0 

店頭回

収 

0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 

 小 計 ３９.9 4０.0 4１.0 4１.0 4１.０ 

ｚ.0 
そ の 他 の 

ガラス製容器 

指定法人引渡

量 

行政回

収 

480.0 482.0 487.0 485.0 484.0 

独自処理量 
集団回 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

店頭回

収 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 小 計 480.0 482.0 487.0 485.0 484.0 

飲 料 用 紙 パ ッ ク 

容 器 

行政回

収 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

集団回

収 

12.0 12.0 12.0 11.0 11.0 

店頭回

収 

62.6 72.2 72.2 72.2 72.2 

小 計 77.6 87.2 87.2 86.2 86.2 

段 ボ ー ル 

行政回

収 

371.0 367.0 362.0 354.0 347.0 

集団回

収 

658.0 724.0 695.0 667.0 640.0 

店頭回 １６６７．１ １９２３．６ １９２３．６ １９２３．６ １９２３．６ 

小 計 ２,６９６.１ ３,０１４.６ ２,９８０.６ 2944.6 ２,910.6 

 

そ の 他 の 

紙製容器包装 

指定法人引渡

量 

― ― ― ― ― ― 

独自処理量 

行政回

収 

97.0 96.0 94.0 92.0 90.0 

集団回

収 

135.0 142.0 132.0 123.0 114.0 

店頭回

収 

0 

 

0 0 0 0 

 小 計 232.0 238.0 226.0 215.0 204.0 

ペットボトル 

指定法人引渡

量 

行政回

収 

284.0 286.0 288.0 287.0 286.0 

独自処理量 店頭回

収 

254.5 293.6 293.6 293.6 293.6 

 小 計 538.5 579.6 581.6 580.6 579.6 

そ の 他 の 

プラスチック製 

容 器 包 装 

指定法人引渡

量 

― ― ― ― ― ― 

独自処理量 店頭回

収 

66.6 

 

76.8 76.8 76.8 76.8 

(うち白色トレイ) 29.6 34.1 34.1 34.1 34.1 

 小 計 66.6 76.8 76.8 76.8 76.8 

分別基準適合物見込値 合計 4,686.6 5,084.6 5,047.6 4,991.6 4,940.6 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル

法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

   特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める

物の量の見込みについては、令和 7 年度 4 月 1 日の人口（国勢調査人口による推計）に基づいた

人口の推計値を用いる。 

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

30６,３６４人 

（対前年度比） 

100.00％ 

30６,３６４人 

（対前年度比） 

100.00％ 

30６,３６４人 

（対前年度比） 

100.00％ 

30６,３６４人 

（対前年度比） 

100.00％ 

30６,３６４人 

（対前年度比） 

100.00％ 

 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

容器包装廃棄物の収集体制は種類に応じて、下記のとおり分別収集を実施する。 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集･運搬段階 選別･保管等段階 

ス チ ー ル 製 容 器 

資 源 ごみ 

(缶 ・ び ん) 

市による定期収集 

(直営及び委託業者) 

集 団 回 収 

店 頭 回 収 

市 

 

民 間 業 者 

ア ル ミ 製 容 器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

飲 料 用 紙 製 容 器 
紙類・布類 

(紙 パ ッ ク) 市による定期収集 

(委託業者 ) 

集 団 回 収 

店 頭 回 収 

民 間 業 者 段 ボ ー ル 
紙類・布類 

(段 ボ ー ル) 

その他の紙製容器包装 
紙類・布類 

(雑 が み） 

ペ ッ ト ボ ト ル 
資 源 ご み 

(ペットボトル) 

市による定期収集 

(直営及び委託業者) 

店 頭 回 収 

市 

 

民 間 業 者 

その他のプラスチック製

容 器 包 装 

店 頭 回 収 

(白 色 トレ イ) 
店 頭 回 収 民 間 業 者 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

アルミ缶・スチール缶・びん・ペットボトルを選別・保管する施設として、明石クリーンセンター破砕

選別施設を運営する。 

分別収集をする容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理施設 

ス チ ー ル 製 容 器 

資 源 ご み 

(缶 ・ び ん) 
ポ リ 袋 

市の車両 

（パッカー車） 

明石クリーンセンター 

破砕選別施設 

(選別･圧縮･保管） 

ア ル ミ 製 容 器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 
民間業者の車両 民 間 業 者 

その他のガラス製容器 

飲 料 用 紙 製 容 器 
紙類 ･布 類 

(紙 パ ッ ク) 
ひもで結束 

民間業者の車両 民 間 業 者 段 ボ ー ル 
紙類 ･布 類 

(段 ボール) 

その他の紙製容器包装 
紙類 ･布 類 

(雑 が み) 

ひもで結束 

又 は紙 袋 

ペ ッ ト ボ ト ル 
資 源 ご み 

(ペットボトル) 
ポ リ 袋 

市の車両 

（パッカー車） 

明石クリーンセンター 

破砕選別施設 

(選別･圧縮･保管） 

民間業者の車両 民 間 業 者 

その他のプラスチック製 

容 器 包 装 

店 頭 回 収 

(白 色 トレイ) 
ポ リ 袋 民間業者の車両 民 間 業 者 

 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

    明石市一般廃棄物処理基本計画では、あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期総合計画）の方

向性に基づき、明石市環境基本計画の基本方針である「循環型社会の実現」を目指し、地球環境に

影響を与えるプラスチックごみの削減、ごみの発生抑制につながる食品ロスの削減などの取り組

みを一層推進していきます。 

    また、ＳＤＧｓのゴールにも掲げられているパートナーシップをすすめ、市民、企業・団体の積極的

な参画と各々の活動の活性化の更なる促進及び官民連携を推進し、社会の変化等に伴い生じる課

題の解決を図り、もってＳＤＧｓ未来安全都市・明石の実現を目指します。 


